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(57)【要約】
【課題】ケーブル保護案内装置の横方向のぶれを抑制し
て優れた走行安定性を実現し、しかも、ケーブル保護案
内装置の摺動を抑制して摩耗の低減を実現するケーブル
保護案内装置用ガイドレールを提供する。
【解決手段】一対のアルミ押出成形レール１１０の対向
する面に長手方向に蟻溝１１０ａが形成されているとと
もに蟻溝１１０ａに係合し長手方向に移動可能な軸支持
部材１２０に軸支された樹脂ローラ１４０が複数個配設
されていることによって、上記の課題を解決する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右に離間配置された一対のリンクプレートと該リンクプレートの屈曲外周側及び屈曲
内周側にそれぞれ横架された連結杆とにより構成されたリンク枠体が長手方向に多数連結
されたケーブル保護案内装置を移動端と固定端との間で長手方向に曲げ返して使用する際
に、前記ケーブル保護案内装置の横方向のぶれを抑える一対のアルミ押出成形レールを有
するケーブル保護案内装置用ガイドレールにおいて、
　前記一対のアルミ押出成形レールの対向する面に長手方向に蟻溝が形成されているとと
もに該蟻溝に係合し長手方向に移動可能な軸支持部材に軸支された樹脂ローラが複数個配
設されていることを特徴とするケーブル保護案内装置用ガイドレール。
【請求項２】
　前記樹脂ローラの外周面にエラストマーからなる被覆層が設けられていることを特徴と
する請求項１記載のケーブル保護案内装置用ガイドレール。
【請求項３】
　前記樹脂ローラの外周面が軸端部側から軸頭部側に向けて縮径していることを特徴とす
る請求項１又は請求項２記載のケーブル保護案内装置用ガイドレール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工作機械、電子機器、土木機械、産業用ロボット、搬送装置等に使用され、
これらの移動部等に給電、信号電送、給液、給気等を行う電気ケーブル、光ファイバーケ
ーブル、流体供給用ホース等の可撓性のケーブルやホース等（以下、単に「ケーブル」と
いう）を安全確実に保護案内するケーブル保護案内装置に関し、さらに詳しくは、ケーブ
ル保護案内装置を長手方向に曲げ返して使用した場合に、ケーブル保護案内装置の横方向
のぶれを抑えるケーブル保護案内装置用ガイドレールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械、土木機械、搬送装置等の移動部へケーブルを接続すると、移動に伴ってケー
ブルに無理なねじれや屈曲、引張力が生じケーブルが傷んだり、外観が雑然となったりす
る。そのため、これらのケーブルを保護案内するケーブル保護案内装置が使用される。
【０００３】
　一般にケーブル保護案内装置は、図１０に示すように、ケーブルＣの両側に配置された
一対のリンクプレート２０２とリンクプレート２０２の屈曲外周側及び屈曲内周側にそれ
ぞれ横架された連結杆２０１とにより構成されたリンク枠体が、ケーブルＣを内挿した状
態で長手方向に多数連結されることによって、ケーブルＣを移動端２０６と固定端２０５
との間において保護案内している。
【０００４】
　このようなケーブル保護案内装置２００が移動端２０６と固定端２０５との間で長手方
向に曲げ返されて使用される場合であって、それが長い移動ストロークである場合（ロン
グスパン仕様）、曲げ返されたケーブル保護案内装置２００と曲げ返される前のケーブル
保護案内装置２００との屈曲内周面同士及びケーブル保護案内装置２００の移動軌道を案
内するために設置されるガイドレールの棚板が摺動する。そして、この摺動により、ケー
ブル保護案内装置２００の円滑な往復動作が阻害され、最悪の場合、摩耗によりケーブル
保護案内装置２００が破断するということが懸念されている。
【０００５】
　このような事態を回避するため、図８に示すように、ケーブル保護案内装置２００の屈
曲部２２０と移動端２０６との間で、向かい合ったケーブル保護案内装置２００間に配置
して、上下のケーブル保護案内装置２００の直接の接触をローラ３２０によって回避する
スケートユニット３００が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
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　また、ケーブル保護案内装置２００の軌道に沿って、図９に示すように、設置部４００
ｂを有する一対のガイドレール４００を断面クランク形状の取付部材であるレールクラン
クバーＲＣとボルトＢとを用いて床面に敷設し、ケーブル保護案内装置２００の横方向の
ぶれを抑えることも知られている。
【特許文献１】特表２００５－５１５３７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、前述したスケートユニット３００は、ケーブル保護案内装置２００を長手方
向に折り返して、ロングスパン仕様で使用する際に用いられるが、この場合、ケーブル保
護案内装置２００は、長いものでは、数十ｍの長さとなる。そして、ケーブル保護案内装
置２００は、図１０に示すように、成形品であるリンク枠体の連結体であるため、左右の
リンクピッチの僅かな差が累積され、横曲がりが生じ、スケートユニット３００から脱落
するという課題があった。
【０００８】
　一方、前述したガイドレール４００は、ケーブル保護案内装置２００の屈曲内周面とガ
イドレール４００の棚板４００ａとが摺動するためケーブル保護案内装置２００の屈曲内
周面が摩耗するという課題があった。また、ケーブル保護案内装置２００の横方向のぶれ
により、ケーブル保護案内装置２００のリンクプレート２０２とガイドレール４００の側
壁４００Ｃが摺動し、リンクプレート２０２が摩耗するという課題があった。
【０００９】
　そこで、本発明が解決しようとする技術的課題、すなわち本発明の目的は、ケーブル保
護案内装置の横方向のぶれを抑制して優れた走行安定性を実現し、しかも、ケーブル保護
案内装置の摺動を抑制して摩耗の低減を実現するケーブル保護案内装置用ガイドレールを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　まず、本請求項１に係る発明は、左右に離間配置された一対のリンクプレートと該リン
クプレートの屈曲外周側及び屈曲内周側にそれぞれ横架された連結杆とにより構成された
リンク枠体が長手方向に多数連結されたケーブル保護案内装置を移動端と固定端との間で
長手方向に曲げ返して使用する際に、前記ケーブル保護案内装置の横方向のぶれを抑える
一対のアルミ押出成形レールを有するケーブル保護案内装置用ガイドレールにおいて、前
記一対のアルミ押出成形レールの対向する面に長手方向に蟻溝が形成されているとともに
該蟻溝に係合し長手方向に移動可能な軸支持部材に軸支された樹脂ローラが複数個配設さ
れていることによって、前記課題を解決したものである。
【００１１】
　そして、本請求項２に係る発明は、請求項１に係るケーブル保護案内装置用ガイドレー
ルにおいて、前記樹脂ローラの外周面にエラストマーからなる被覆層が設けられているこ
とによって、前記課題をさらに解決したものである。
【００１２】
　また、本請求項３に係る発明は、請求項１又は請求項２に係るケーブル保護案内装置用
ガイドレールにおいて、前記樹脂ローラの外周面が軸端部側から軸頭部側に向けて縮径し
ていることによって、前記課題をさらに解決したものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本請求項１に係る発明によれば、左右に離間配置された一対のリンクプレートとリンク
プレートの屈曲外周側及び屈曲内周側にそれぞれ横架された連結杆とにより構成されたリ
ンク枠体が長手方向に多数連結されたケーブル保護案内装置を移動端と固定端との間で長
手方向に曲げ返して使用する際に、ケーブル保護案内装置の横方向のぶれを抑える一対の
アルミ押出成形レールを有するケーブル保護案内装置用ガイドレールにおいて、一対のア
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ルミ押出成形レールの対向する面に長手方向に蟻溝が形成されているとともに蟻溝に係合
し長手方向に移動可能な軸支持部材に軸支された樹脂ローラが複数個配設されていること
によって、ケーブル保護案内装置の屈曲内周面と樹脂ローラとが接触し、ケーブル保護案
内装置の屈曲内周面とガイドレールとの摺動が抑制されるため、ケーブル保護案内装置の
摩耗の低減が実現される。
【００１４】
　しかも、樹脂ローラは、一対のアルミ押出成形レールの対向する面に長手方向に形成さ
れた蟻溝に係合した長手方向に移動可能な軸支持部材に軸支されているので、樹脂ローラ
の設置に伴う加工工数の大幅な削減が図られるとともに樹脂ローラの配置個数、配置間隔
を任意に設定できる。
【００１５】
　加えて、ケーブル保護案内装置とガイドレールとの摩擦が、樹脂ローラの存在により、
滑り摩擦から転がり摩擦になり、転がり摩擦係数は、滑り摩擦係数の１／２０程度と低い
ため摩擦抵抗が小さくなり、ケーブル保護案内装置を駆動するモータの出力を小さくする
ことができる。
【００１６】
　そして、本請求項２に係る発明によれば、請求項１に係るケーブル保護案内装置用ガイ
ドレールにおいて、樹脂ローラの外周面にエラストマーからなる被覆層が設けられている
ことによって、エラストマーが有する弾力性により、樹脂ローラとケーブル保護案内装置
の屈曲内周面とのスリップが抑制されるので、ケーブル保護案内装置の摩耗が一層低減さ
れる。さらに、樹脂ローラとケーブル保護案内装置の屈曲内周面との摺動音が低減され、
装置の静粛性の向上が実現される。
【００１７】
　また、本請求項３に係る発明によれば、請求項１又は請求項２に係るケーブル保護案内
装置用ガイドレールにおいて、樹脂ローラの外周面が軸端部側から軸頭部側に向けて縮径
していることによって、樹脂ローラからケーブル保護案内装置の中央に向けて力が作用す
るので、ケーブル保護案内装置の横方向のぶれが抑制されて優れた走行安定性が実現され
る。
【００１８】
　しかも、ケーブル保護案内装置のリンクプレートとガイドレールの側壁面の摺動が抑制
されるので、摩耗粉の発生が低減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明は、左右に離間配置された一対のリンクプレートとリンクプレートの屈曲外周側
及び屈曲内周側にそれぞれ横架された連結杆とにより構成されたリンク枠体が長手方向に
多数連結されたケーブル保護案内装置を移動端と固定端との間で長手方向に曲げ返して使
用する際に、ケーブル保護案内装置の横方向のぶれを抑える一対のアルミ押出成形レール
を有するケーブル保護案内装置用ガイドレールにおいて、一対のアルミ押出成形レールの
対向する面に長手方向に蟻溝が形成されているとともに蟻溝に係合し長手方向に移動可能
な軸支持部材に軸支された樹脂ローラが複数個配設されていることによって、ケーブル保
護案内装置の横方向のぶれを抑制して優れた走行安定性を実現し、しかも、ケーブル保護
案内装置の摺動を抑制して摩耗の低減を実現するものであれば、その具体的な実施の態様
は、如何なるものであっても何ら構わない。
【００２０】
　例えば、本発明のケーブル保護案内装置用ガイドレールは、エンジニアリングプラスチ
ック製のケーブル保護案内装置に適用することもできるし、スチール製のケーブル保護案
内装置に適用することもできる。
【００２１】
　また、本発明のケーブル保護案内装置用ガイドレールは、リンクプレートと連結杆とが
一体に形成されたいわゆる一体タイプのケーブル保護案内装置に適用することもできるし
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、連結杆がリンクプレートに対して開閉可能に設けられたいわゆる開閉タイプのケーブル
保護案内装置に適用することもできる。
【実施例１】
【００２２】
　本発明の一実施形態である実施例１について、図１乃至図３に基づいて説明する。
　ここで、図１は、実施例１のケーブル保護案内装置用ガイドレール１００の全体斜視図
であり、図２は、図１に示したケーブル保護案内装置用ガイドレール１００のＩＩ－ＩＩ
線における断面図である。また、図３は、ケーブル保護案内装置用ガイドレール１００の
一部の斜視図であり、特に、図３（ａ）は、樹脂ローラを組み立てる様子を立体的に示し
ており、図３（ｂ）は、樹脂ローラを組み立てた状態を示している。
【００２３】
　まず、本実施例のケーブル保護案内装置用ガイドレール１００は、図１に示すように、
ケーブル保護案内装置２００を移動端２０６と固定端２０５との間で長手方向に曲げ返し
て使用する際に、ケーブル保護案内装置２００の軌道に沿って床面に敷設されるものであ
る。
【００２４】
　そして、ケーブル保護案内装置用ガイドレール１００は、図１乃至図３に示すように、
ケーブル保護案内装置２００を挟むように平行に設置された一対のアルミ押出成形レール
１１０を備えている。このアルミ押出成形レール１１０は、設置面に固定するための設置
部１１０ｂと樹脂ローラ１４０を支持するための蟻溝１１０ａとケーブル保護案内装置２
００をガイドする側壁１１０ｃとから構成されている。
【００２５】
　アルミ押出成形レール１１０の床面への設置方法は、特に限定されるものではないが、
本実施例においては、アルミ押出成形レール１１０の設置部１１０ｂをレールクランクバ
ーＲＣで押さえボルトＢにより床面に締結している。また、蟻溝１１０ａには、樹脂ロー
ラ１４０を軸支する軸支持部材１２０が長手方向に移動可能に係合している。樹脂ローラ
１４０は、図３（ａ）に示すように、支持ピン１３０により軸支持部材１２０に軸支され
ている。また、樹脂ローラ１４０は、硬度が高く、耐衝撃性に優れたナイロンによって成
形されている。
【００２６】
　以上のように、実施例１のケーブル保護案内装置用ガイドレール１００は、ケーブル保
護案内装置２００の前後移動する屈曲内周面を樹脂ローラ１４０で支えるため、ガイドレ
ールとケーブル保護案内装置２００の屈曲内周面が摺動することがなく、ケーブル保護案
内装置２００の摩耗が抑制される。しかも、樹脂ローラ１４０は、アルミ押出成形レール
１１０に形成した蟻溝１１０ａに係合した軸支持部材１２０に軸支されているので、穴開
け加工等を要することなく、任意の数の樹脂ローラ１４０を任意の間隔で設置することが
できる。
【実施例２】
【００２７】
　次に、本発明の別の実施形態である実施例２について、図４に基づき説明する。
　ここで、図４は、実施例２のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ロー
ラ１５０の一部断面図である。実施例２のケーブル保護案内装置用ガイドレールは、樹脂
ローラ１５０の構造を除き、基本的な装置構成は、前述した実施例１のケーブル保護案内
装置用ガイドレール１００と全く同じであるので、その説明を省略する。
【００２８】
　実施例２のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ローラ１５０は、図４
に示すように、硬度が高く、耐衝撃性に優れたナイロンによって成形されているローラ本
体１５２の外周面に弾力性を有するウレタン等のエラストマーからなる被覆層１５４が設
けられている。
【００２９】
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　このような樹脂ローラ１５０を採用したことにより、ケーブル保護案内装置が軽量であ
って、しかも、高速で移動したとしても、樹脂ローラ１５０とケーブル保護案内装置との
摩擦抵抗が大きいので、樹脂ローラ１５０が空転することなく確実に回転し、樹脂ローラ
１５０とケーブル保護案内装置とが摺動することが抑制され、ケーブル保護案内装置の摩
耗をより一層低減することができる。さらに、ケーブル保護案内装置と樹脂ローラとの接
触時の衝撃を被覆層１５４が吸収するため、ケーブル保護案内装置を移動させたときの摺
動音を小さくすることができる。
【実施例３】
【００３０】
　次に、本発明のさらに別の実施形態である実施例３について、図５に基づき説明する。
　ここで、図５は、実施例３のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ロー
ラ１６０の一部断面図である。実施例３のケーブル保護案内装置用ガイドレールは、樹脂
ローラ１６０の構造を除き、基本的な装置構成は、前述した実施例１のケーブル保護案内
装置用ガイドレール１００と全く同じであるので、その説明を省略する。
【００３１】
　実施例３のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ローラ１６０は、図５
に示すように、硬度が高く、耐衝撃性に優れたナイロンによって成形されているローラ本
体１６２の外周面の一部に弾力性を有するウレタン等のエラストマーからなる被覆層１６
４が設けられている。
【００３２】
　このような樹脂ローラ１６０を採用したことにより、ケーブル保護案内装置の重量が大
きい場合であっても、樹脂ローラ１６０のローラ本体１６２で荷重を支えるので、被覆層
１６４の摩耗を抑制することができる。しかも、被覆層１６４は、ケーブル保護案内装置
との摩擦抵抗が大きいので、樹脂ローラ１６０が空転することなく確実に回転し、樹脂ロ
ーラ１６０とケーブル保護案内装置とが摺動することが抑制され、ケーブル保護案内装置
の摩耗をより一層低減することができる。
【実施例４】
【００３３】
　次に、本発明のさらに別の実施形態である実施例４について、図６に基づき説明する。
　ここで、図６は、実施例４のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ロー
ラ１７０の一部断面図である。実施例４のケーブル保護案内装置用ガイドレールは、樹脂
ローラ１７０の構造を除き、基本的な装置構成は、前述した実施例１のケーブル保護案内
装置用ガイドレール１００と全く同じであるので、その説明を省略する。
【００３４】
　実施例４のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ローラ１７０は、図６
に示すように、硬度が高く、耐衝撃性に優れたナイロンによって成形されているローラ本
体１７２の外周面が、軸端部側から軸頭部側に向けて縮径している。すなわち、ｄ１＞ｄ
２となるようにローラ本体１７２の外周面が形成されている。
【００３５】
　このような樹脂ローラ１７０を採用したことにより、樹脂ローラ１７０からケーブル保
護案内装置の中央に向けて力が作用するため、ケーブル保護案内装置が高速で移動した場
合であっても、ケーブル保護案内装置が横方向にぶれることが抑制されて、ガイドレール
の側面とケーブル保護案内装置のリンクプレートとの摺動が低減する。
【実施例５】
【００３６】
　次に、本発明のさらに別の実施形態である実施例５について、図７に基づき説明する。
　ここで、図７は、実施例５のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ロー
ラ１８０の一部断面図である。実施例５のケーブル保護案内装置用ガイドレールは、樹脂
ローラ１８０の構造を除き、基本的な装置構成は、前述した実施例１のケーブル保護案内
装置用ガイドレール１００と全く同じであるので、その説明を省略する。
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【００３７】
　実施例５のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ローラ１８０は、図７
に示すように、硬度が高く、耐衝撃性に優れたナイロンによって成形されているローラ本
体１８２の外周面が、軸端部側から軸頭部側に向けて縮径しているとともに、ローラ本体
１８２の外周面の軸頭部側に弾力性を有するウレタン等のエラストマーからなる被覆層１
８４が設けられている。
【００３８】
　このような樹脂ローラ１８０を採用したことにより、樹脂ローラ１８０からケーブル保
護案内装置の中央に向けて力が作用するため、ケーブル保護案内装置が高速で移動した場
合であっても、ケーブル保護案内装置が横方向にぶれることが抑制されて、ガイドレール
の側面とケーブル保護案内装置のリンクプレートとの摺動が低減する。しかも、被覆層１
８４は、ケーブル保護案内装置との摩擦抵抗が大きいので、樹脂ローラ１８０が空転する
ことなく確実に回転し、樹脂ローラ１８０とケーブル保護案内装置とが摺動することが抑
制され、ケーブル保護案内装置の摩耗をより一層低減することができる。
【００３９】
　なお、前述した実施例１乃至実施例５においては、樹脂ローラのローラ本体の材質とし
てナイロンを用いているが、ケーブル保護案内装置用ガイドレールに要求される硬度と耐
衝撃性を有するものであれば、これに限定されることはなく、例えば、用途に応じては、
高耐熱性・高強度のエンジニアリングプラスチックであるケブラー（登録商標）等のアラ
ミド樹脂を用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施例１のケーブル保護案内装置用ガイドレールの全体斜視図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線における断面図。
【図３】実施例１のケーブル保護案内装置用ガイドレールの一部の斜視図。
【図４】実施例２のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ローラの一部断
面図。
【図５】実施例３のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ローラの一部断
面図。
【図６】実施例４のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ローラの一部断
面図。
【図７】実施例５のケーブル保護案内装置用ガイドレールを構成する樹脂ローラの一部断
面図。
【図８】従来のケーブル保護案内装置用スケートユニットの概略図。
【図９】従来のケーブル保護案内装置用ガイドレールの斜視図。
【図１０】ケーブル保護案内装置の斜視図。
【符号の説明】
【００４１】
１００　・・・　ケーブル保護案内装置用ガイドレール
１１０　・・・　アルミ押出成形レール
１１０ａ　・・・　（アルミ押出成形レールの）蟻溝
１１０ｂ　・・・　（アルミ押出成形レールの）設置部
１１０ｃ　・・・　（アルミ押出成形レールの）側壁
１２０　・・・　軸支持部材
１３０　・・・　支持ピン
１４０、１５０、１６０、１７０、１８０　・・・　樹脂ローラ
１５２、１６２、１７２、１８２　・・・　ローラ本体
１５４、１６４、１８４　・・・　被覆層
２００　・・・　ケーブル保護案内装置
２０１　・・・　（ケーブル保護案内装置の）連結杆
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２０２　・・・　（ケーブル保護案内装置の）リンクプレート
２０５　・・・　（ケーブル保護案内装置の）固定端
２０６　・・・　（ケーブル保護案内装置の）移動端
３００　・・・　スケートユニット
４００　・・・　ガイドレール
４００ａ　・・・　（ガイドレールの）棚板
４００ｂ　・・・　（ガイドレールの）設置部
４００ｃ　・・・　（ガイドレールの）側壁
　Ｂ　・・・　ボルト
ＲＣ　・・・　レールクランクバー

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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